
０
　
『群
書
類
従
』
巻
第
二
百
八
十
三

『群
書
類
従
』
「巻
第
二
百
八
十
三
」
に

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
勘
文
」

が
あ
る
。

そ
こ
に
は
従
来
説
が
種
々
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

ｍ
回

Ｐ
４

‥

ＬＶ
〈

１

■

そ
れ
に
よ
る
と

「柿
本
人
麻
呂
」
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

○

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
の
出
自
に
つ
い
て

■
古
今
集
序
目
録
云
。
　

父
母
不
詳
。

■
三
十
六
人
伝
云
。
　

柿
本
人
丸
。
先
祖
不
見
。

■
万
葉
集
目
録
云
。
　

柿
本
人
麿
。
検
国
史
無
所
見
。

『群
書
類
従
』
「巻
第
二
百
八
十
三
」

第
１
章
　
柿
本
人
麻
呂
の
出
自
の
記
録

「柿
本
人
麻
呂
」
の
出
自

（従
来
説
）

「柿
本
人
麻
呂
」
の
出
自
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１２１
¨

『新
撰
姓
氏
録
』
の

「柿
本
朝
臣
」

『新
撰
姓
氏
録
』
に

「柿
本
朝
臣
」
が
あ
る
。

○

『新
撰
姓
氏
録
』
「大
和
国
皇
別
」

。
柿
下
朝
臣

大
春
日
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
敏
達
天
皇

御
世
。
依
家
門
有
柿
樹
。
為
柿
本
臣
氏
。

「柿
本
朝
臣
」
は

「
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
」
と
あ
る
。

ま
た

「大
春
日
朝
臣
と
同
祖
」
で
あ
る
と
い
う
。

○

『新
撰
姓
氏
録
』
「左
京
皇
別
下
」

。
大
春
日
朝
臣

出
自
孝
昭
天
皇
皇
子
天
帯
彦
国
押
人
命
也
。
（中
略
）
後
改

為
春
日
臣
。
桓
武
天
皇
延
暦
二
十
年
。
賜
大
春
日
臣
姓
。

「大
春
日
朝
臣
」
は

「孝
昭
天
皇
の
皇
子
天
帯
彦
国
押
人
命
よ
り

出
る
也
」
と
あ
る
。

「孝
昭
天
皇
」
は

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
の

「
五
代
目
」
の
天

皇
で
あ
る
。

○

「
柿
本
人
麻
呂
」
は
大
和
の

「孝
昭
天
皇
」
の
子
孫
と

い
う
こ

と
に
な
る
。

同
　
近
年
の

「柿
本
人
麻
呂
」
説

「柿
本
人
麿
」
に
つ
い
て

『新
版
　
世
界
人
名
辞
典
　
日
本
編
』
（東

京
堂
出
版
）
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

柿
本
人
麿

（生
没
年
不
詳
）

７
世
紀
後
半
の
宮
廷
歌
人
。
伝
記

は
不
詳
。
持
統

。
文
武
両
天
皇
行
幸
の
時
の
従
駕
の
作
や
、
皇
族
の

死
を
悼
む
挽
歌
を
作

っ
て
お
り
、
ま
た
近
江

・
筑
紫

。
四
国
で
の
詠

歌
や
、
石
見
国
で
詠
ん
だ
臨
終
の
歌

（巷
２
）
な
ど
が
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
下
級
官
僚
と
し
て
中
央
に
仕
え
、
時
に
は
国
司
の
任
を
お

び
て
地
方
に
使
し
、
晩
年
は
石
見
国
の
地
方
官
と
し
て
そ
の
生
涯
を

閉
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
没
年
は
お
そ
ら
く
７
０
７
年

（慶
雲
４
）

年
の
石
見
地
方
に
疫
病
が
は
や
っ
た
と
き
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
死
は
お
そ
く
と
も
平
城
遷
都
以
前

で
あ
ろ
う
。
長
歌
に
す
ぐ
れ
、
構
想
雄
大
で
気
塊
に
充
ち
た
作
風
。

特
に
皇
室
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
は
天
地
開
開
か
ら
説
き
起
こ
し
、

記
紀
歌
謡
の
諧
調
を
も

っ
て
表
現
し
た
傑
作
で
、
絶
品
と
賞
賛
さ
れ

て
い
る
。
（中
略
）
山
部
赤
人
と
共
に
万
葉
集
中
第

一
の
大
家

（山

柿
）
で
、
彼
が

「歌
聖
」
（古
今
集
序
）
と
よ
ば
れ
る
理
由
が
こ
こ

に
あ
る
。
（後
略
）
　

　

『新
版
世
界
人
名
辞
典
』
（東
京
堂
出
版
）
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2

『日
本
書
紀
』
の

「天
足
彦
国
押
人
命
」

０
　
「天
足
彦
国
押
人
命
」

「新
撰
姓
氏
録
』
に

「柿
本
朝
臣
」
は

「天
足
彦
国
押
人
命
之
後

也
。
」
と
あ
る
。

『日
本
書
紀
」
に
も

「
天
足
彦
国
押
人
命
」
が
出
て
く
る
。

○

『日
本
書
紀
』

。
孝
昭
天
皇
（観
松
彦
香
殖
稲
天
皇
（み
ま
つ
ひ
こ
か
え
し
ね
）
）

観
松
彦
香
殖
稲
天
皇
は
大
日
本
彦
細
友
天
皇

（諮
徳
天
皇
）

の
太
子
な
り
。
母
の
皇
后
を
天
豊
津
媛
と
日
う
。
（中
略
）

妃
、
天
足
彦
国
押
人
命
、
日
本
足
彦
国
押
人
天
皇
を
生
む
。

『日
本
書
紀
』

「天
足
彦
国
押
人
命
」
は

「孝
昭
天
皇
」
の
子
で
あ
る
と
い
う
。

○

『日
本
書
紀
』
で
も

「柿
本
人
麻
呂
」
は
や
は
り
大
和
の

「孝

昭
天
皇
」
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

０
　
「天
足
彦
国
押
人
」
と

「日
本
足
彦
国
押
人
」

と
こ
ろ
が

『日
本
書
紀
』
は

「妃
、
天
足
彦
国
押
人
命
、
日
本
足

彦
国
押
人
天
皇
を
生
む
」
と
あ
る
。

「天
足
彦
国
押
人
命
」
と

「
日
本
足
彦
国
押
人
」
は
兄
弟
で
あ
る
。

し
か
し

「名
前
」
は
二
人
と
も

「足
彦
国
押
人
」
で
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
は

『日
本
書
紀
』
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

3

『古
事
記
』
の

「天
押
帯
日
子
命
」

０
　
「天
押
帯
日
子
命
」

「古
事
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

○

『古
事
記
』

。
孝
昭
天
皇

（御
真
津
日
子
訂
恵
志
泥
命

（み
ま
つ
ひ
こ
か
え

し
ね
）
）

此
の
天
皇
、
尾
張
連
の
祖
、
奥
津
余
曾
の
妹
、
名
は
余
曾
多

本
毘
売
命
を
警
り
て
生
む
御
子
、
天
押
帯
日
子
命
、
次
に
大

倭
帯
日
子
国
押
人
命
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『古
事
記
』

『古
事
記
』
は
二
人
の
兄
弟
を

「
天
押
帯
日
子
命
、
大
倭
帯
日
子

国
押
人
命
」
と
記
す
。
「名
前
」
は
異
な

っ
て
い
る
。
「古
事
記
』
の

方
が

「名
前
」
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

０
　
「天
足
彦
国
押
人
命
」
＝

「天
押
帯
日
子
命
」

『新
撰
姓
氏
録
』
に
は

「柿
下
朝
臣
」
は

「
天
足
彦
国
押
人
命
之

後
也
」
と
記
す
。
「名
前
」
に

「
天
つ

（天
の
）
」
が
付
い
て
い
る
。

『古
事
記
』
は

「
天
押
帯
日
子
命
」
と

「大
倭
帯
日
子
国
押
人
命
」

と
記
す
。
二
人
の
名
前
に
は

「
天

つ

（天
の
）
」
と

「大
倭

（や
ま
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と
）
の
」
が
付
い
て
い
る
。

「
天
」
が
付
い
て
い
る
方
が

『新
撰
姓
氏
録
』
の

「
天
足
彦
国
押

人
命
之
後
也
」
で
あ
ろ
う
。
『新
撲
姓
氏
録
』
の

「
天
足
彦
国
押
人

命
」
は

『古
事
記
』
の

「
天
押
帯
日
子
命
」
で
あ
ろ
う
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
は

「
天
押
帯
日
子
命
」
で
あ
ろ
う
。

■

『新
撰
姓
氏
録
』
は
間
違
っ
て
い
る

『日
本
書
紀
』
の
方
を

採
用
し
て
い
る
。

第
２
章
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖

（佃
説
）

「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
田

０
　
「小
野
妹
子
」
の
先
祖

『新
撰
姓
氏
録
」
「左
京
皇
別
下
」
に

「小
野
朝
臣
」
に
つ
い
て
の

記
述
が
あ
る
。

〇
小
野
朝
臣

大
春
日
朝
臣
同
祖
。
（中
略
）
大
徳
小
野
臣
妹
子
。
家
千
近
江

国
滋
賀
郡
小
野
村
。
因
以
為
氏
。
日
本
紀
合
。

『新
撰
姓
氏
録
』

「小
野
朝
臣
」
は

「大
春
日
朝
臣
と
同
祖
」
と
あ
る
。
「柿
本
朝
臣
」

と
同
祖
で
あ
る
。

「小
野
朝
臣
」
に
は

「大
徳
小
野
臣
妹
子
」
が
出
て
く
る
。
「隋
」

へ
朝
貢
し
た
人
物
で
あ
る
。

「大
徳
」
は

「阿
毎
王
権
」
の
称
号
で
あ
る
。
「大
徳
小
野
臣
妹
子
」

は

「阿
毎
王
権
」
の
臣
下
で
あ
る
。

「柿
本
朝
臣
」
も

「小
野
朝
臣
」
と
同
祖
で
あ
る
か
ら

「柿
本
朝

臣
」
の
先
祖
も

「阿
毎
王
権
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『新
撰
姓
氏
録
』
に

「家
干
近
江
国
滋
賀
郡
小
野
村
。
因
以
為
氏
。

日
本
紀
合
」
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
が
判
明
し
た
。

□

「柿
下
朝
臣
」
「小
野
朝
臣
」
は
同
祖
で
あ
り
、
「阿
毎
王
権
」

で
あ
る
。
（佃
説
）

０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖

「天
つ
押
帯
日
子
命
」

『新
撰
姓
氏
録
』
は
柿
本
人
麻
呂
の
先
祖
に
つ
い
て

「
天
足
彦
国

押
人
命
之
後
也
」
と
記
す
。

『古
事
記
』
か
ら

「
天
の
足
彦
国
押
人
命
」
は

「
天
つ
押
帯
日
子

命
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

「
天

つ

（天
の
）
」
は

「
天
孫
降
臨
」
し
た

「倭
人

（天
氏
）
」
で

あ
ろ
う
。
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■

「柿
下
朝
臣
」
は
大
和
の

「孝
昭
天
皇
」
の
子
孫
で
は
な
い
。

■

「柿
本
朝
臣
」
は

「九
州
」
の

「阿
毎
王
権

（天
つ
物
部
氏
）
」

で
あ
る
。

２
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
０

ｍ
　
「敏
達
天
皇
」

『新
撰
姓
氏
録
』
は

「柿
下
朝
臣
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

。
柿
下
朝
臣

大
春
日
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
之
後
也
。
敏
達
天
皇
御

世
。
依
家
門
有
柿
樹
。
為
柿
本
臣
氏
。
　

　

『新
撰
姓
氏
録
』

「敏
達
天
皇
の
御
世
」
と
あ
る
。

「敏
達
天
皇
」
は

「阿
毎
王
権
」
の

「十
四
世
大
市
御
狩
連
公

（敏

達

（阿
毎
））
」
で
あ
る
。

「
十
四
世
大
市
御
狩
連
公
」
の
在
位
は

「
５
７
０
年
～
５
８
４
年
」

で
あ
る
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
は

「
阿
毎
王
権
」
で
あ
る
。

■

「阿
毎
王
権
」
は

『隋
書
』
の

「俊
国
」
で
あ
る
。

■

「阿
毎
王
権
」
の
本
拠
地
は
筑
前
の

「鞍
手
郡
」
で
あ
る
。

■

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「鞍
手
郡
」
の
出
自
で
あ
る
。
（佃
説
）

３
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
誕
生

０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
誕
生
時
期

「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
は

「天
押
帯
日
子
命
」
で
あ
る
。

「柿
本
氏
」
の
姓
は

「敏
達
天
皇

（十
四
世
大
市
御
狩
連
公
）」
の

時

（５
７
０
年
～
５
８
４
年
」）
に
誕
生
し
て
い
る
。

○
阿
毎
王
権
の
天
皇
と
年
号

■
十
三
世
物
部
尾
興

初
代

■
十
四
世
大
市
御
狩
連
公

二
代
目

（敏
達

（阿
毎
）
）

貴
楽
　
５
５
２
年
～
５
６
９
年

金
光
　
５
７
０
年
～
５
７
５
年

賢

棲

　

５

７

６

年

～

５

８

０

年

■
十
五
世
物
部
大
人
連
公

三
代
目

（押
坂
彦
人
大
兄
）

（多
利
思
比
孤
）

５
８
１
年
～
５
８
４
年

５
８
５
年
～
５
８
８
年

鏡
常

勝
照

端
政

告
貴

願
転

光
元

５
８
９
年
～
５
９
３
年

５
９
４
年
～
６
０
０
年

６
０
１
年
～
６
０
４
年

６
０
５
年
～
６
１
０
年
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「柿
本
人
麻
呂
」
が
誕
生
す
る
の
は

「
５
７
０
年
～
５
８
４
年
」

よ
り
後
で
あ
る
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
が
誕
生
す
る
の
は

「
５
７
０
年
～
５
８
４
年
」

よ
り
以
降
で
あ
る
。

０
　
「天
押
帯
日
子
命
」

「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
は

「天
押
帯
日
子
命
」
で
あ
る
。
「柿
本

氏
」
が
誕
生
す
る
の
は

「
５
７
０
年
～
５
８
４
年
」
以
降
で
あ
る
。

「阿
毎
王
権
」
の

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
は

「押
坂
彦
人
大

兄
」
で
あ
る
。
「
天
押
帯
日
子
命
」
と
同
じ

「押
」
が
付
い
て
い
る
。

「
天
押
帯
日
子
命
」
の

「帯
日
子
」
は

「十
五
世
物
部
大
入
連
公
」

の

「多
利
思
比
孤
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「帯

（た
ら
し
）
」
＝
「多

利
思

（た
り
し
）
」
で
あ
ろ
う
。

「柿
本
人
麻
呂
の
先
祖
」
で
あ
る

「
天
押
帯
日
子
命
」
は

「十
五

世
物
部
大
人
連
公
」
で
あ
ろ
う
。
「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
は

「押

坂
彦
人
大
兄
」
で
あ
り
、
ま
た

「多
利
思
比
孤
」
で
あ
る
。
『古
事

記
』
の

「
天
押
帯
日
子
命
」
は

「押
坂
彦
人
大
兄
」
と

「多
利
思
比

孤
」
を
合
成
し
た
名
前
で
あ
ろ
う
。

□

「
天
押
帯
日
子
命
」
は

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
で
あ
り
、

「押
坂
彦
人
大
兄
」
で
あ
り
、
「多
利
思
比
孤
」
で
あ
る
。
（佃

説
）

■

「柿
本
人
麻
呂
の
先
祖
」
は

「阿
毎
王
権
」
の

「十
五
世
物

部
大
入
連
公
」
で
あ
り
、
「阿
毎
王
権
」
の

「
天
皇
」
で
あ

る
。

■

「十
五
世
物
部
大
人
連
公

（多
利
思
比
孤
）
」
の
在
位
は

「
５
８
５
年
～
６
１
０
年
」
で
あ
る
。

同
　
考
察

『日
本
書
紀
』
は

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
を

「
天
足
彦
国
押

人
」
と
記
す
。

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
は

「押
坂
彦
人
大
兄
」
で
あ
り
、
「多

利
思
比
孤
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「多
利
思
比
孤

（た
り
し
ひ
こ
）
」
は

「足
＝
帯

（た
ら
し
）
」
と

解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「景
行
天
皇
」
は

「大
足

（た
ら
し
）
　

６一

忍
代
別
天
皇
」
で
あ
り
、
「成
務
天
皇
」
は

「稚
足

（た
ら
し
）
彦

　

一

（ひ
こ
）
天
皇
」
で
あ
る
。
「足
彦

（た
ら
し
ひ
こ
）
」
で
あ
る
。

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
に
は

「足
＝
帯

（た
ら
し
）
日
子

（彦
）
」

が
大
勢
登
場
す
る
。
そ
の
た
め

「多
利
思
比
孤

（た
り
し
ひ
こ
）
」

は

「足
＝
帯

（た
ら
し
）
ひ
こ
」
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
は

「多
利
思
比
孤

（た
り
し
ひ
こ
）
」

を

「帯

（足
）
（た
ら
し
）
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
の
先
祖
は

「多
利
思
比
孤
」
で
あ
る
。
（佃
説
）

■

「多
利
思
比
孤
」
は

『隋
書
』
「俊
国
伝
」
に
出
て
く
る

「
日

出
処
の
天
子
」
で
あ
る
。



■

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「俊
国

（阿
毎
王
権
）」
の

「天
子

（天

皇
）」
の
子
孫
で
あ
る
。
（佃
説
）

第
３
章
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
去

「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
亡
時
期

○

「柿
本
人
麻
呂
」
の
終
末

■

「藤
原
京
の
時
代
」
は

「
６
９
４
年
１
２
月
～
７
１
０
年
」

で
あ
る
。

■

「慶
雲
年
号
」
は

「
７
０
４
年
～
７
０
７
年
」
で
あ
る
。

■

「元
明
天
皇
」
の
在
位
は

「
７
０
７
年
～
７
１
４
年
」
で
あ

る

。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
７
０
７
年
」
頃
死
去
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

０
　
『万
葉
集
』
か
ら

「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
亡
時
期
を
探
る

「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
亡
時
期
を

『万
葉
集
』
か
ら
探

っ
て
み
よ
う
。

『万
葉
集
』
「巻

一
」
「巻
二
」
は

「年
代
順
」
に
な

っ
て
い
る
。

「巻
二
」
の

「挽
歌
」
の

「柿
本
人
麻
呂
」
の
歌
を
見
て
み
よ
う
。

○

「巻
二
」
の

「柿
本
人
麻
呂
」
の

「挽
歌
」

■

（１
９
９
番
）

高
市
皇
子
尊
の
城
上
の
歿
宮
の
時
、
柿
本

朝
臣
人
麿
の
作
る
歌

■

（２
０
７
番
）

柿
本
朝
巨
人
麿
、
妻
死
の
後
、
泣
き
、
血

哀
働
し
て
作
る
歌

■

（２
２
０
番
）

讃
岐
の
狭
琴
島
に
、
石
の
中
の
死
人
を
視

て
、
柿
本
朝
臣
人
麿
の
作
る
歌

■

（２
２
４
番
）

柿
本
朝
臣
人
麿
の
死
し
時
、
妻
依
羅
娘
子

の
作
る
歌

０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
終
末
期

『群
書
類
従
』
「巻
第
二
百
八
十
三
」
に

「柿
本
朝
巨
人
麻
呂
勘
文
」

が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

○

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
勘
文
」

又
藤
原
宮
御
代
。
人
丸
死
去
之
條
。
第
二
巻
前
後
。
全
無
相
違
。

不
可
有
疑
。
然
者
考
高
葉

一
部
。
人
丸
歌
中
。
無
載
慶
雲
以
後

之
年
号
。
又
元
明
以
後
御
代
。
敢
無
人
丸
之
作
歌
。

「群
書
類
従
」
「巻
第
二
百
八
十
三
」

要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

■

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「藤
原
京
」
の
時
代
に
死
去
し
て
い
る
。

■

「柿
本
人
麻
呂
」
の
歌
は

「慶
雲
年
号
」
以
後
は
無
い
。

■

「元
明
天
皇
」
以
後
の
時
代
の
歌
も
な
い
。



■
十
三
世
物
部
尾
興

初
代

■
十
四
世
大
市
御
狩
連
公

二
代
目

（敏
達

（阿
毎
）
）

■
十
五
世
物
部
大
人
連
公

三
代
目

（多
利
思
比
孤
）

（押
坂
彦
人
大
兄
）

■
十
六
世
物
部
耳
連
公

四
代
目

（茅
淳
王
）

５
５
２
年
～
５
６
９
年

５
７
０
年
～
５
７
５
年

金  貴
光  楽

（１
９
９
番
）
の
歌
は

「高
市
皇
子
尊
」
と
な

っ
て
い
る
が

「高

市
天
皇
」
で
あ
る
。
（佃
説
）

「高
市
天
皇
」
が
死
去
す
る
の
は

「
６
９
６
年
」
で
あ
る
。

（２
２
４
番
）
は

「柿
本
人
麻
呂
」
が
死
去
し
た
時
、
「妻
」
が
詠

ん
だ
歌
で
あ
る
。

（２
２
７
番
）
で

「挽
歌
」
は
終
わ
る
。

次
に

「寧
楽

（な
ら
）
宮
」
が
来
る
。
「平
城
京
」
の
時
代
で
あ

る
。
「
７
１
０
年
」
以
降
に
な
る
。

し
た
が

っ
て

「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
は
や
は
り

「
７
０
７
年
」
頃

で
あ
ろ
つヽ
。

第
４
章
　
阿
毎
王
権
と
天
武
王
権

「阿
毎
王
権
」

ｍ
　
「阿
毎
王
権
」
の
天
皇
と
年
号

「阿
毎
王
権
」
の
天
皇
と
年
号
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
（６６
号
）。

○
阿
毎
王
権
の
天
皇

（天
子
）
と
年
号

「
阿
毎
王
権
」
は

「
６
２
７
年
」
に
終
わ
る
。

０
　
「阿
毎
王
権
」
の
系
図

「阿
毎
王
権
」
の
系
図
は
次
の
通
り
で
あ
る

（６６
号
）
。

図
１
　
阿
毎
王
権
の
系
図

賢
棲

鏡
常

勝
照

端
政

告
貴

願
転

光
元

定
居

倭
京
　
６
１
７
年
～
６
２
２
年

節
中
　
６
２
３
年
～
６
２
７
年

５
７
６
年
～
５
８
０
年

５
８
１
年
～
５
８
４
年

５
８
５
年
～
５
８
８
年

５
８
９
年
～
５
９
３
年

５
９
４
年
～
６
０
０
年

６
０
１
年
～
６
０
４
年

６
０
５
年
～
６
１
０
年

６
１
１
年
～
６
１
６
年
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○阿毎王権の系図

十三世物部尾輿連公

十四世物部大市御狩公

十五世孫物部大人連公 物部

―

―

目

―

―

連公

十六世孫物部耳連公   守 連

―

―

大屋 物部馬古連公

物部雄君 十七世孫物部連公麻侶

□「阿毎王権」は「十六世孫物部耳連公」の時 (627年 )に終わる。

図 1 阿毎王権の系図
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□

「阿
毎
王
権
」
は

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
の
時

（６
２
７

年
）
に
終
わ
る
。

同
　
「阿
毎
王
権
」
と

「天
武
王
権
」

「先
代
旧
事
本
紀
』
（以
下

『旧
事
本
紀
』
と
略
）
は
阿
毎
王
権
の

「十
五
世

・
十
六
世

。
十
七
世
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

■
十
五
世
孫
物
部
大
人
連
公
　
　
御
狩
大
連
の
子
な
り

弟
物
部
目
連
公
　
　
大
貞
連
等
の
祖

孫
内
大
紫
冠
物
部
雄
君
連
公
　
　
守
屋
大
連
の
子

此
連
公
は
飛
鳥
浄
御
原
宮
御
宇
天
皇
の
御
世
に
氏
上
内
紫
冠

位
を
賜
る
。

■
十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
　
　
今
木
連
等
の
祖
　
大
人
連
公
の
子

な
り

孫
物
部
馬
古
連
公
　
　
　
目
大
連
公
の
子
な
り

■
十
七
世
孫
物
部
連
公
麻
侶
　
馬
古
連
公
の
子

此
連
公
は
浄
御
原
朝
の
御
世
に
天
下
の
萬
姓
を
八
色
に
改
定

し
た
日
に
連
公
を
改
め
て
物
部
朝
臣
の
姓
を
賜
る
。
同
朝
の
御

世
に
改
め
て
石
上
朝
臣
の
姓
を
賜
る
。
　

　

　

『旧
事
本
紀
』

十
五
世
孫
物
部
大
入
連
公
の
孫
で
あ
る
物
部
雄
君
は
「壬
申
の
乱
」

の
功
績
に
よ
り
天
武
天
皇
よ
り

「内
紫
冠
」
を
賜
る
と
あ
る
。

「阿
毎
王
権
」
の

「十
五
世
孫
物
部
大
人
連
公
」
の
孫
は

「
天
武

王
権
」
の
支
配
下
に
入

っ
て
い
る
。

「十
七
世
の
物
部
連
公
麻
侶
」
は
浄
御
原
朝
の
御
世

（天
武
天
皇

の
時
代
）
に

「
天
下
の
高
姓
を
入
色
に
改
定
し
た
日
」
に

「物
部
朝

臣
」
の
姓
を
賜
る
と
あ
る
。

天
武
天
皇
は

「
（天
武
）
十
三
年
人
６
８
４
年
）
」
に

「
八
色
の
姓
」

を
制
定
す
る
。

（天
武
）
十
三
年

（６
８
４
年
）
九
月
、
詔
し
て
曰
く
、
「更

に
諸
氏
の
族
姓
を
改
め
て
人
色
の
姓
を
作
り
、
以
て
天
下
の
高

姓
を
混
ぜ
る
。　
一
に
日
う
、
真
人
。
二
に
日
う
、
朝
臣
。
三
に

日
う
、
宿
謂
。
四
に
日
う
、
忌
寸
。
五
に
日
う
、
道
師
。
六
に

日
う
、
臣
。
七
に
日
う
、
連
。
人
に
日
う
、
稲
置
。
」
と
い
う
。

『日
本
書
紀
』

「
天
下
の
高
姓
を
混
ぜ
る
」
と
あ
る
。
古
来
、
種
々
の
王
権
が
設

定
し
て
き
た
称
号

（姓
）
を
統

一
し
て
い
る
。
十
七
世
の
物
部
連
公

麻
侶
は

「朝
臣
」
と
い
う
二
番
目
に
高
い
姓
を
賜

っ
て
い
る
。

「天
武
天
皇
」
か
ら

「朝
臣
」
の
姓
を
賜
る
と
い
う
こ
と
は

「十

七
世
物
部
連
公
麻
侶
」
は
天
武
天
皇
の
臣
下
で
あ
る
。
「十
七
世
物

部
連
公
麻
侶
」
は
阿
毎
王
権
の
天
皇
で
あ
る
。
阿
毎
王
権
の
天
皇
が

天
武
天
皇
の
臣
下
に
な

っ
て
い
る
。

□

「阿
毎
王
権
」
の

「十
七
世
物
部
連
公
麻
侶
」
は

「
天
武
王
権
」

の
支
配
下
に
入

っ
て
い
る
。

-10-



国
　
「阿
毎
王
権
」
の
終
焉

「阿
毎
王
権
」
の
系
図
を
見
る
と
王
統
は

「十
五
世
」
か
ら
そ
の

子
の

「十
六
世
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

「十
七
世
」
は
王
統
が
異
な
る
。
し
か
も

「十
七
世
」

は

「
天
武
王
権
」
の
支
配
下
に
入

っ
て
い
る
。

「
６
２
７
年
」
に

「十
六
世
」
の

「阿
毎
王
権
」
は

「
天
武
王
権
」

に

「
王
権
」
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

□

「
阿
毎
王
権
」
は

「十
六
世
」
の

「
６
２
７
年
」
に
、
「
天
武

王
権
」
に
よ
り

「王
権
」
を
剥
奪
さ
れ
る
。

２
　
「天
武
王
権
」
の
樹
立

０
　
「阿
毎
王
権
」
の
終
焉

「
阿
毎
王
権
」
の
年
号
は

「節
中

（６
２
３
年
～
６
２
７
年
）
」
年

号
の

「
６
２
７
年
」
に
終
わ
る
。
「阿
毎
王
権
」
の
最
後
で
あ
る
。

□

「阿
毎
王
権
」
は

「十
六
世
」
の

「
６
２
７
年
」
に
終
わ
る
。

１２１
¨

「天
武
王
権
」
の
始
ま
り

「
天
武
王
権
」
の

「
天
皇
」
と

「年
号
」
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

○

「
天
武
王
権
」
の
天
皇
と
年
号

■
僧
要
　
６
３
５
年
～
６
３
９
年

■
命
長
　
６
４
０
年
～
６
４
６
年

■
常
色
　
６
４
７
年
～
６
５
１
年

■
自
雉
　
６
５
２
年
～
６
６
０
年

■
自
鳳
　
６
６
１
年
～
６
８
３
年

■
朱
雀
　
６
８
４
年
～
６
８
５
年

初
代
　
天
武
天
皇

の
父

二
代
目
　
天
武
天
皇

○

「
天
武
王
権
」
は

「僧
要

（６
３
５
年
～
６
３
９
年
）
」
年
号

か
ら
始
ま
る
。

一一

□

「
天
武
王
権
」
を
樹
立
し
た
の
は

「
天
武
天
皇
の
父
」
で
あ
る
。

　
一‐

■

「
６
３
５
年
」
に

「
天
武
天
皇
の
父
」
は

「王
権
」
を
樹
立

し
て

「
天
子
」
と
な
り
、
「僧
要
」
年
号
を
建
て
て
い
る
。

０
　
「阿
毎
王
権
」
の
終
焉
と

「天
武
天
皇
の
祖
父
」

「阿
毎
王
権
」
か
ら

「王
権
」
を
剥
奪
し
た
の
は

「天
武
天
皇

の

祖
父
」
で
あ
ろ
う
。
「阿
毎
王
権
」
は

「
６
２
７
年
」
に

「王
権
」

を
剥
奪
さ
れ
る
。

「天
武
天
皇
の
父
」
が

「
天
武
王
権
」
を
樹
立
す
る
の
は

「僧
要

（６
３
５
年
～
６
３
９
年
）
」
年
号
の

「
６
３
５
年
」
で
あ
る
。

「天
武
天
皇
の
父
」
の
在
位
は

「
６
３
５
年
～
６
６
０
年
」
で
あ

る
。
在
位
期
間
は

「
２５
年
」
で
あ
る
。



「
天
武
天
皇
」
の
在
位
も

「
６
６
１
年
～
６
８
６
年
」
の

「
２５
年
」

で
あ
る
。
「
一
代
」
の
在
位
は

「
２０
年
～
２５
年
」
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

「阿
毎
王
権
」
が
終
焉
す
る
の
は

「
６
２
７
年
」
で
あ
る
。
「天
武

天
皇
の
父
」
が
終
焉
さ
せ
た
と
す
る
と
在
位
は

「
８
年

＋
２５
年
＝
３３

年
」
に
な
る
。
「
一
代
の
在
位
」
が
長
く
な
り
す
ぎ
る
。

「
阿
毎
王
権
」
か
ら

「王
権
」
を
剥
奪
し
た
の
は

「
天
武
天
皇
の

祖
父
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

□

「
６
２
７
年
」
に

「
天
武
天
皇
の
祖
父
」
は

「阿
毎
王
権
」
の

「王
権
」
を
剥
奪
す
る
。

し
か
し
、
「
天
武
王
権
」
を
樹
立
す
る
こ
と
は
し
な
か

っ
た
。

「年
号
」
を
建
て
て
い
な
い
。

「天
武
王
権
」
を
樹
立
し
た
の
は
次
の

「天
武
天
皇

の
父
」
で

あ
る
。

３
　
「天
武
王
権
」
の
確
立

０
　
「阿
毎
王
権
」
の
土
地
の
献
上

『日
本
書
紀
』
の

「
（孝
徳
）
大
化
二
年

（６
４
６
年
）
月
」
条
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「皇
太
子
招
請
文
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（孝
徳
）
大
化
二
年

（６
４
６
年
）
二
月
壬
午

（
二
十
日
）、

皇
太
子
、
使
い
を
使
わ
し
て
奏
請
し
て
曰
く
、
「昔
在
る
天
皇

等
の
世
は
天
下
を
混
斉

（ま
ざ
り
、
と
と
の
え
る
）
し
て
治
め

る
。
今
に
逮
及

（お
よ
び
）
、
分
離
し
て
業
を
失
う

（国
の
業

を
謂
う
也
）
。
天
皇
我
が
皇

（き
み
）
、
萬
民
を
牧

（や
し
な
）

う
可
き
運
に
属

（
つ
）
き
天
も
人
も
合
い
応

（こ
た
）
え
て
販

（そ
）
の
政

（ま

つ
り
ご
と
）
は
惟

（こ
れ
）
新
し
い
。
（中

略
）
現
為
明
神
御
八
嶋
国
天
皇
、
臣
に
問
う
て
曰
く
、
『其
の

群
臣

・
連
及
び
伴
造

。
国
造
の
所
有
の
、
昔
在
る
天
皇
の
日
に

置
く
所
の
子
代
入
部
、
皇
子
等
の
私
有
の
御
名
入
部
、
皇
祖
大

兄
の
御
名
入
部

（彦
人
大
兄
を
謂
う
也
）
、
及
び
其
の
屯
倉
は

猶

（な
お
）
古
代
の
如
く
し
て
置
く
や
不

（
い
な
）
や
。』
と

い
う
。
臣
、
即
ち
恭

（
つ
つ
し
）
み
て
詔
す
る
所
を
承
り
て
答

え
奉
り
て
曰
く
、
『天
に
双

（ふ
た
）
つ
の
日
無
し
。
国
に
二

王
無
し
。
是
故
に
、
天
下
を
兼
ね
併
せ
て
萬
民
を
使
う
可
き
は

唯
天
皇
の
み
。
別
に
入
部
及
び
所
封
せ
る
民
を
以
て
仕
丁
に
簡

（え
ら
）
び
充

（あ
て
）
る
こ
と
は
前
の
処
分
に
従
う
。
自
餘

以
外
は
私
に
駈
役

（く
え
き
＝
人
を
追
い
た
て
て
使
う
）
を
恐

れ
る
。
故
、
入
部
五
百
二
十
四
口

。
屯
倉

一
百
八
十

一
所
を
献

じ
る
。
』
と
も
う
す
」
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「孝
徳
紀
」
で
あ
る
か
ら
天
皇
は

「孝
徳
天
皇
」
で
あ
り
、
「皇
太

子
」
は
中
大
兄
皇
子

（天
智
天
皇
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
孝
徳
天
皇
は

「豊
王
権
」
で
あ
り
、
中
大
兄
皇
子

（天
智
天
皇
）

は

「上
宮
王
権
」
で
あ
る
。
王
権
が
異
な
る

（６５
号
）
。
従
来
の
解

釈
は
誤
り
で
あ
る
。
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「
６
４
６
年
」
で
あ
る
か
ら

「天
皇
」
は

「
天
武
天
皇

の
父
」
で

あ
り
、
「皇
太
子
」
は

「
天
武
天
皇
」
で
あ
る
。

「昔
在
る
天
皇
の
日
に
置
く
所
の
子
代
入
部
、
皇
子
等
の
私
有
の

御
名
入
部
、
皇
祖
大
兄
の
御
名
入
部

（彦
人
大
兄
を
謂
う
也
）
」
と

あ
る
。

「彦
人
大
兄
」
は
阿
毎
王
権
の

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
で
あ

り
、
『隋
書
」
に
出
て
く
る

「多
利
思
比
孤
」
で
あ
る

（前
述
、

６４

号
）
。「

阿
毎
王
権
の
領
土
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「昔
在
る
天
皇
」
と
は
阿

毎
王
権
の
天
皇
で
あ
る
。

阿
毎
王
権
の
天
皇
で
あ
る
「十
五
世
物
部
大
入
連
公
（彦
人
大
兄
）
」

の

「御
名
入
部
」
を
含
む

「入
部
五
百
二
十
四
口

・
屯
倉

一
百
八
十

一
所
」
を
献
上
し
て
い
る
。
「阿
毎
王
権
」
が
所
有
し
て
い
た
領
土

（入
部
、
屯
倉
）
を

「
天
武
王
権
」
に
献
上
し
て
い
る
。

「大
化
二
年

（６
４
６
年
）
二
月
」
で
あ
る
か
ら

「
６
３
５
年
」

に

「
天
武
王
権
」
を
樹
立
し
て
か
ら

「
１０
年
後
」
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で

「領
土
」
は

「阿
毎
王
権
」
が
持

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
に

「天
に
双

（ふ
た
）
つ
の
日
無
し
。
国
に
二
王
無
し
。
是

故
に
、
天
下
を
兼
ね
併
せ
て
高
民
を
使
う
可
き
は
唯
天
皇
の
み
。
」

と
あ
る
。
「
６
４
６
年
」
に

「阿
毎
王
権
」
は
完
全
に

「
天
武
王
権
」

の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

4

「阿
毎
王
権
」
と

「天
武
王
権
」
の
関
係

ｍ
　
「天
火
明
命
」
の
天
孫
降
臨

「
天
火
明
命
」
の
天
孫
降
臨
に
つ
い
て

『旧
事
本
紀
』
は
概
略
次

の
よ
う
に
記
す
。

（注
）
「
天
照
国
照
彦
天
火
明
櫛
玉
饒
速
日
」
に

「櫛
玉
饒
速
日
」

が
付
い
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る

（６３
号
）。
「
天
火
明
命
」
で
あ
る
。

天
照
大
神
は
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
押
穂
耳
尊
を
天
降
り
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
た
と
き
天
照
国
照
彦
天
火
明

（櫛
玉
饒
速
日
）
尊

が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
天
照
国
照
彦
天
火
明

（櫛
玉
饒
速
日
）

尊
を
降
臨
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
三
十
二
人
が
護
衛
と
し
て
付
け

ら
れ
る
。
そ
の
人
々
も
天
氏

（倭
人

（天
氏
）
）
で
あ
る
。
名

前
に
皆

「天
」
が
付
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
さ
ら
に

従
者
が
付
く
。
そ
れ
が
物
部
氏
で
あ
る
。

〇
五
部
の
人
を
副

（そ
）
え
て
従
と
為
し
天
降
り
仕
え
奉

（た

て
ま
つ
）
る
。

・
物
部
造
等
の
祖
　
　
天
津
麻
良

・
笠
縫
部
等
の
祖
　
　
天
曽
蘇

。
為
奈
部
等
の
祖
　
　
天
津
赤
占

。
十
市
部
首
等
の
祖
　
富
々
侶

。
筑
紫
弦
田
物
部
等
の
祖
　
天
津
赤
星

〇
五
部
の
造
を
伴
領
と
為
し
天
つ
物
部
を
率
い
て
天
降
り
仕
え
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奉
る
。

・
二
田
造

。
大
庭
造

。
舎
人
造

・
勇
蘇
造

。
坂
戸
造

○
天
つ
物
部
等
二
十
五
部
人
。
同
じ
兵
使
を
帯
び
て
天
降
り
仕

え
奉
る
。

二
田
物
部

。
当
麻
物
部

。
芹
田
物
部

。
鳥
見
物
部

。
（中

略
）
。
赤
間
物
部

。
（中
略
）
。
筑
紫
聞
物
部

・
播
磨
物
部

・

筑
紫
贄
田
物
部
　
　
　
　
　
　
　
　
『旧
事
本
紀
』

（概
略
）

阿
毎
王
権
の
本
拠
地
は
鞍
手
郡
で
あ
る
。
「
天
つ
物
部
等
二
十
五

部
人
」
の
中
に
「
二
田
物
部
」
が
居
る
。
「
二
田
物
部
」
は
鞍
手
郡
の
「
二

田
」
に
住
み
着
い
て
い
る
。
阿
毎
王
権
の
本
拠
地
で
あ
る

（６３
号
）。

「赤
間
物
部
」
は

「宗
像
市
赤
間
」
に
住
み
着
い
て
い
る
。
「筑
紫

聞
物
部
」
は

「
（雄
略
）
十
八
年

（４
７
４
年
）」
条
に
登
場
す
る

「筑

紫
聞
物
部
大
斧
手
」
の
祖
先
で
あ
ろ
う
。
「
聞

（き
く
）
」
は

「企
救

（き
く
）
」
で
あ
り
、
『和
名
抄
』
の

「豊
前
国
企
救
郡
」
で
あ
ろ
う
。

今
の
北
九
州
市
小
倉
区
あ
た
り
で
あ
る
。
「筑
紫
聞
物
部
」
は

「北

九
州
市
」
に
住
み
着
い
て
い
る

（６３
号
）
。

こ
の
よ
う
に
物
部
氏
は
北
九
州
に
渡
来
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
物

部
氏
が
「阿
毎
王
権
」
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る

（６３
号
、
復
元
⑥
参
照
）。

物
部
氏
は
天
孫
降
臨
す
る

「
天
氏

（天
火
明
命
）
」
を
護
衛
す
る

従
者
で
あ
る
。
「
天
武
王
権
」
と

「阿
毎
王
権

（物
部
氏
）
」
の
主
従

関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

図
２
　
天
火
明
命
と
物
部
氏
の
関
係

○天火明命と物部氏の主従関係   (『旧事本紀』より)

天火明命  (天武王権の祖先)

|

32人の天族

|

5部の造

|

5部の物部

|

物部氏 (25部の物部氏)

図2 天火明命と物部氏の関係
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「天
火
明
命
」
は
従
者
の
物
部
氏
か
ら
見
る
と
雲
上
人
で
あ
る
。

「
天
火
明
命
」
は

「王
」
で
あ
り
、
「物
部
氏
」
は
従
者
の
、
そ
の

又
従
者
で
あ
る
。

天
武
王
権
は

「天
氏

（天
火
明
命
）
＝
倭
人

（天
氏
）
」
で
あ
る
。

天
武
王
権
は
天
孫
降
臨
し
た
「
天
火
明
命
（天
照
国
照
彦
天
火
明
尊
）
」

の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

『古
事
記
』
に

「高
木
神
の
女

（娘
）
に
御
合

い
し
て
生
ま
れ
た

子
、
天
火
明
命
。
次
に
通
迩
藝
命
。
二
柱
な
り
。
」
と
あ
る
。
通
迩

藝
命
は
筑
紫
の
日
向
に
天
孫
降
臨
す
る

（３３
号
、
復
元
①
）。
「天
火

明
命
」
は
北
九
州
に
天
孫
降
臨
し
て
い
る
。
「
天
火
明
命
」
は
天
武

天
皇
の
祖
先
で
あ
ろ
う
。
天
武
天
皇
の
先
祖
で
あ
る
か
ら
宗
像
に
降

臨
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

阿
毎
王
権
は
天
氏
の
従
者
で
あ
る
か
ら
天
氏
を
支
配
す
る
よ
う
な

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

「
天
孫
降
臨
」
以
来
の
天
氏

と
物
部
氏
の
関
係
で
あ
る
。

し
か
し

「
天
つ
物
部
氏
」
は
北
部
九
州
に
王
権
を
樹
立
す
る
。
こ

の
と
き
は
「
天
氏
」を
特
別
な
存
在
と
し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が

「
天
武
天
皇
の
祖
父
」
の
代
に
な

っ
て
天
氏
は
急
に
政

治
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「天
武
天
皇
の
祖

父
」
は

「王
位
」
に
即
く
こ
と
を
望
ん
だ
。
阿
毎
王
権
で
は
当
然
混

乱
が
起
き
る
。
し
か
し

「
天
氏
と
物
部
氏
」
の
主
従
関
係
は
こ
の
時

代
ま
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
阿
毎
王
権
は
仕
方
な
く

「
天
武

天
皇
の
祖
父
」
に

「王
権
」
を
譲

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て

「天
武
王
権
」
が
樹
立
す
る
。
そ
の
た
め
冠
位
制
度
は

阿
毎
王
権
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

□

「天
武
王
権
」
は

「阿
毎
王
権
」
の
上
に
君
臨
し
た
王
権
で
あ

る
。
（佃
説
）

□

「
６
４
６
年
」
に

「
天
武
王
権
」
は

「阿
毎
王
権
」
か
ら
領
土

を
取
り
上
げ
る
。

こ
れ
以
降
、
完
全
に

「
天
武
王
権
」
の
世
に
な
る
。

第
５
章
　
「壬
申
の
乱
」

百
済
か
ら
の
亡
命

０
　
百
済
か
ら
の
亡
命
者

「
６
６
０
年
」
に
百
済
は
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
に
敗
れ
る
。

百
済
は
再
起
を
か
け
て

「唐
」
と
戦
う
。
し
か
し

「
６
６
３
年
８

月
」
の

「白
村
江
の
戦
い
」
で
再
度
敗
れ
る
。

敗
北
し
た

「百
済
」
の
人
々
は
日
本

へ
逃
げ
て
く
る
。

九
月
、
百
済
の
州
柔
城
は
始
め
て
唐
に
降
る
。
是
時
、
國
人
相

謂
い
て
曰
く
、
「州
柔
は
降
る
。
事
奈
何

（
い
か
に
）
と
い
う

こ
と
元

（な
）
し
。
百
済
の
名
は
今
日
に
絶
え
る
。
（中
略
）
」
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と
い
う
。
遂
に
本
よ
り
枕
服
岐
城
に
在
る
妻
子
等
に
教
え
て
國

を
去
る
心
を
知
ら
し
む
。
牟
ユ
を
発
途
す
。
三
濃
に
至
る
。
日

本
の
船
師
及
び
佐
平
余
自
信

・
達
率
木
素
貴
子

・
谷
那
晋
首

。

憶
濃
福
留
、
並
び
に
国
民
等
、
三
濃
城
に
至
る
。
明
日
、
船
を

発
し
、
始
め
て
日
本

へ
向
か
う
。
　
　

　
　

　

『日
本
書
紀
』

「
６
６
３
年
」
に
日
本

（筑
紫
）
へ
亡
命
し
て
き
た
佐
平
余
自
信

や
佐
平
鬼
室
集
斯
等

「男
女
七
百
餘
人
」
は

「
６
６
９
年
」
に
近
江

の
蒲
生
に
移
さ
れ
る
。

（天
智
）
八
年

（６
６
９
年
）
、
是
歳
、
佐
平
餘
自
信

・
佐
平

鬼
室
集
斯
等
、
男
女
七
百
餘
人
を
以
て
近
江
国
蒲
生
郡
に
遷
し

居

（お
）
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「
天
智
紀
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

「
天
武
天
皇
」
で
あ
る
。
天

武
天
皇
は
百
済
の
亡
命
者
を
筑
紫
か
ら

「
近
江
の
蒲
生
郡
」
に
移
し

て
い
る
。

□

「近
江
の
蒲
生
」
は

「
天
武
天
皇
」
の
領
土
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
（復
元
⑦
参
照
）

「百
済
王
善
光
」
は

「
６
６
４
年
」
に
難
波
に
住
処
が
与
え
ら
れ

る

。

（天
智
）
三
年

（６
６
４
年
）
三
月
、
百
済
王
善
光
王
等
を
以

て
難
波
に
居

（お
ら
）
じ
む
。
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「
６
６
５
年
２
月
」
に
は
百
済
の
亡
命
者
四
百
餘
人
を

「近
江
の

神
埼
郡
」
へ
移
す
。

（天
智
）
四
年
共
６
６
５
年
）
二
月
、
百
済
の
百
姓
男
女
四
百

餘
人
を
以
て
近
江
国
神
前
郡
に
居

（お
ら
）
じ
む
。『日

本
書
紀
』

「
６
６
６
年
」
に
は
百
済
の
亡
命
者
男
女
二
千
人
を
東
国
に
住
ま

わ
せ
る
。（天

智
）
五
年

（６
６
６
年
）
、
是
冬
、
百
済
の
男
女
二
千
餘

人
を
以
て
東
国
に
居

（お
ら
）
し
む
。
　

　

　

『日
本
書
紀
』

「
二
千
餘
人
」
と
い
う
大
勢
の
人
々
を

「東
国

（伊
賀

・
美
濃

。

尾
張
等
）
」
に
住
ま
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
百
済
か
ら
の
亡
命
者
を

「東
国
」
や

「近
江
」
に
住

ま
わ
せ
て
い
る
。
す
べ
て

「
天
武
天
皇
」
で
あ
る
。

亡
命
者
に
は
土
地
が
与
え
ら
れ
る
。
百
済
の
亡
命
者
等
は
天
武
天

皇
に
感
謝
し
、
ま
た
恩
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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０
　
「百
済
救
援
」
と
不
破

「
６
６
０
年
」
に
百
済
が
滅
亡
し
、
再
興
を
計
る

「鬼
室
福
信
」

は

「
天
武
王
権

（天
武
天
皇
の
父
）
」
へ
救
援
を
要
請
す
る
。

（斉
明
）
六
年

（６
６
０
年
）
十
月
、
百
済
の
佐
平
鬼
室
福
信

は
佐
平
貴
智
等
を
遣
わ
し
、
来
た
り
唐
の
悸

一
百
餘
人
を
献
じ

る
。
今
、
美
濃
国
の
不
破

。
片
縣
の
二
郡
の
唐
人
等
な
り
。
又

師
を
乞

い
救
い
を
請
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「天
武
天
皇
の
父
」
は
百
済
が
献
上
し
た
唐
の
捕
虜

「
一
百
餘
人
」

を

「美
濃
国
の
不
破

。
片
縣
の
二
郡
」
に
住
ま
わ
せ
て
い
る
。

同
　
「壬
申
の
乱
」
の
真
相

（佃
脱
）

「
６
７
１
年
１２
月
」
に

「
天
智
天
皇
」
が
死
去
す
る
。

「
天
智
王
権
」
を
伐
つ
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
し
た
。

「
天
武
天
皇
」
は

「
６
７
２
年
６
月
」
に
兵
を
挙
げ
る
。
「壬
申
の

乱
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。

「東
国
」
「近
江
の
蒲
生

。
神
埼
」
「美
濃
国
の
不
破
」
に
は

「
天

武
天
皇
の
父
」
「天
武
天
皇
」
が
土
地
を
与
え
て
住
ま
わ
せ
た

「百

済
」
か
ら
の
亡
命
者
や

「唐
」
の
捕
虜
が
住
ん
で
い
る
。

彼
ら
は

「
天
武
王
権
」
に
感
謝
し
て
い
る
。

天
武
天
皇
は
彼
ら
の
力
を
利
用
す
る
。

（天
武
）
元
年

（６
７
２
年
）
六
月
二
十
二
日
、
村
国
連
男
依

和
珂
部
臣
君
手

。
身
毛
君
広
に
詔
し
て
曰
く
、
「今
聞
く
、
近

江
朝
庭
の
臣
等
は
朕
の
為
に
害
を
謀
る
。
是
を
以
て
汝
等
二
人

は
急
い
で
美
濃
国
に
往
き
安
八
磨
郡
の
湯
沐
令
多
臣
品
治
に
告

げ
て
機
要

（重
要
な
事
柄
）
を
宣

（
の
）
べ
示
し
、
而
し
て
先

ず
そ
の
郡
の
兵
を
発
せ
よ
。
”
り
て
国
司
等
に
経

（ふ
れ
）
て

諸
軍
を
差
し
発
し
て
急
い
で
不
破
の
道
を
塞
げ
。
朕
は
今
発
路

せ
む
。
」
と
い
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「日
本
書
紀
』

「今
聞
く
、
近
江
朝
庭
の
臣
等
は
朕
の
為
に
害
を
謀
る
」
と
あ
る

の
は
日
実
で
あ
る
。

「
天
武
天
皇
」
は
チ
ャ
ン
ス
到
来
を
見
逃
さ
ず
に
準
備
を
十
分
に

一

し
て
、
「
天
智
王
権
」
を
伐
つ
た
め
に
出
発
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
７一

「美
濃
国
」

へ
挙
兵
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た

「
不
破
の
道
を
塞
げ
」
　

一‐

と
命
じ
て
い
る
。
皆

「天
武
王
権
」
か
ら
土
地
を
与
え
ら
れ
た
人
々

で
あ
る
。
反
対
す
る
人
は
居
な
い
で
あ
ろ
う
。

「壬
申
の
乱
」
の
ル
ー
ト
は

「東
国
」
か
ら
迂
回
し
て
「近
江
の
蒲

生
や
神
崎
」
を
通
り
、
「瀬
田
」
か
ら

「大
友
皇
子
」
の

「大
津
官
」

を
攻
め
て
い
る
。
す
べ
て

「天
武
王
権
」
が
百
済
か
ら
の
亡
命
者
を

住
ま
わ
せ
た
地
域
を
通

っ
て

「大
友
皇
子
」
の
軍
と
戦

っ
て
い
る
。

□

「壬
申
の
乱
」
は

「天
武
天
皇
」
が

「
天
智
王
権
」
を
討

っ
た

覇
権
争

い
で
あ
る
。
（佃
説
）

■

「
６
７
１
年
１２
月
」
に

「
天
智
天
皇
」
が
死
去
す
る
。

■

「東
国
」
「近
江
の
蒲
生

。
神
埼
」
「美
濃
国
の
不
破
」
に
挙



兵
の
準
備
を
さ
せ
る
。

■

「
６
７
２
年
６
月
」
、
「
天
武
天
皇
」
は

「天
智
王
権
」
を
討

つ
た
め
に
挙
兵
す
る
。

□

「壬
申
の
乱
」
は

「
天
武
天
皇
」
が
用
意
周
到
な
準
備
を
し
て

「
天
智
王
権
」
を
伐

っ
た
事
件
で
あ
る
。
（佃
説
）

■

「壬
申
の
乱
」
に
勝
利
し
て

「
天
武
天
皇
」
は
日
本
列
島
を

統

一
す
る
。

■

「
天
智
王
権

（上
宮
王
権
）」
は
亡
び
る
。

２
　
改
自
さ
れ
た

『日
本
書
紀
』

０
　
『日
本
書
紀
』
の

「壬
申
の
乱
」

「
７
２
０
年
」
に
成
立
し
た
の
は

『日
本
紀
』
で
あ
る
。
「
天
武
天

皇
」
が
命
じ
て
作
ら
せ
た
か
ら

『日
本
紀
』
は

「天
武
王
権
」
の
史

書
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

「
７
２
４
年
」
に

「聖
武
天
皇
」
は

「長
屋
親
王
」
を

自
害
さ
せ
る
。
「天
武
王
権
」
は
滅
び
る
。
（佃
説
）

「
７
７
０
年
」
に

「
天
智
天
皇
」
の
孫
で
あ
る

「光
仁
天
皇
」
が

即
位
す
る
。

「光
仁
天
皇
」
は
、
今
は

「
天
智
王
権
」
の
世
で
あ
る
。
『日
本
紀
』

は
今
の
世
に
相
応
し
く
な
い
。
そ
こ
で

『日
本
紀
』
を
改
気
し
て
「
天

智
王
権
」
の
史
書
と
し
て

『日
本
書
紀
』
を
作
る
。

○

『日
本
紀
』
、
『日
本
書
紀
』
、
「続
日
本
紀
』
の
成
立

（佃
説
）

■

『日
本
紀
』
の
成
立
　
　
　
　
７
２
０
年

■

『日
本
書
紀
』
の
成
立
　
　
　
７
７
５
年
～
７
９
１
年

■

『続
日
本
紀
』
の
成
立
　
　
　
７
９
７
年

『日
本
書
紀
』
で
は

「
天
武
王
権
」
を
抹
殺
し
て
い
る
。
「天
武
天

皇
」
を

「天
智
天
皇
」
の
弟
に
し
て
い
る
。
「高
市
天
皇
」
は
即
位

し
て
い
な
い
こ
と
に
し
て
、
「
天
武
天
皇
」
の
次
は

「持
統
天
皇
」

が
即
位
し
た
と
捏
造
し
て
い
る
。
（佃
説
）

し
た
が
つ
て
、
『日
本
書
紀
』
の

「壬
申
の
乱
」
は

「
天
智
天
皇
」

の
弟
の

「天
武
天
皇
」
と
息
子
の

「大
友
皇
子
」
の
戦
い
に
な

っ
て

い
る
。

１２１
〕

「天
武
天
皇
」
と

「壬
申
の
乱
」

・「壬
申
の
乱
」
は

「
天
武
天
皇
」
が

「
天
智
王
権
」
を
減
ぼ
し
た

覇
権
争
い
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
は

『日
本
書
紀
』
「巻
二
十
人
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
「巻
二
十
八
」
は

「壬
申
の
乱
」
の
み
の
記
述
で
あ
る
。
『日

本
書
紀
』
で
は

「
天
智
天
皇
」
の
弟

（天
武
天
皇
）
と
息
子
の

「大

友
皇
子
」
の
戦
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「巻
二
十
八
」
で
は

「
天

皇
」
は
空
位
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

「巻
二
十
八
」
に
は

「
天
皇
」
が

「
３７
回
」
、
「朕
」
が

「
６
回
」
も
出
て
く
る
。
す
べ
て

「
天
武
天
皇
」
で
あ
る
。
（佃
説
）
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「光
仁
天
皇
」
が

『日
本
紀
』
を

『日
本
書
紀
』
に
改
費
し
た
と

き
の
ミ
ス
で
あ
る
。
ず
さ
ん
な
改
資
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「壬
申
の
乱
」
の
時
、
「
天
武
天
皇
」
は
す
で
に

「
天
皇
」
に
な

っ

て
い
る
。
「
６
６
１
年
７
月
」
に

「
天
武
天
皇
の
父
」
が

「朝
倉
宮
」

で
死
去
す
る
と

「
天
武
天
皇
」
は
直
ち
に
即
位
し
て

「白
鳳
」
年
号

を
建
て
て
い
る
。

「壬
申
の
乱
」
は

「
６
７
２
年
」
で
あ
る
。
「
天
武
天
皇
」
が
即
位

し
て

「
Ｈ
年
目
」
で
あ
る
。

□
従
来
は
、
こ
れ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
に
す
べ
て

『日
本
書

紀
』
の
記
述
を
史
実
と
し
て
き
た
。

■
今
の

「
日
本
史
」
は
改
餞
さ
れ
た
偽
り
の

「歴
史
」
を
そ
の

ま
ま

「
日
本
の
歴
史
」
に
し
て
い
る
。

■
今
の

「
日
本
史
」
は
大
き
く
狂
っ
て
い
る
。

３
　
「壬
申
の
乱
」
と

「高
市
皇
子
」

ｍ
　
「壬
申
の
乱
」
の

「天
武
天
皇
」
と

「高
市
皇
子
」

『日
本
書
紀
』
で
は
、
「壬
申
の
乱
」
の
時
、
「
天
武
天
皇
」
は

「高

市
皇
子
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

（天
武
）
天
皇
、
高
市
皇
子
に
謂
い
て
曰
く
、
「其
れ
近
江
朝

に
は
、
左
右
大
臣
、
及
び
智
謀
の
群
臣
、
共
に
議

（は
か
り
ご

と
）
を
定
む
。
今
、
朕
、
と
も
に
事
を
計
る
者
無
し
。
唯
幼
少

の
濡
子
有
る
の
み
。
如
何
に
か
せ
む
。
」
と
い
う
。

（高
市
）
皇
子
、
臀

（ひ
じ
）
を
攘

（は
ら
）
い
案
剣
し
て

（剣

の
つ
か
に
手
を
置
い
て
）
奏
し
て
言
う
、
「近
江
の
群
臣
、
多

い
と
雖
も
、
何
ぞ
敢
え
て
天
皇
の
霊
に
逆
ら
う
や
。
天
皇
独
り

と
雖
も
、
臣
高
市
、
神
祗
の
霊
を
頼
み
て
、
天
皇
の
命
を
請
う
。

諸
将
を
引
率
し
て
征
伐
せ
む
。
豊
距

（ふ
せ
ぐ
）
こ
と
有
ら
む

や
」
と
い
う
。

髪

（こ
こ
）
に
天
皇
、
誉
め
て
、
手
を
携

（と
）
り
て
背
を

撫

（な
）
で
て
曰
く
、
「慎
め
、
怠
る
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
。

因
り
て
鞍
馬
を
賜
い
て
、
悉
く
軍
事
を
授
け
た
ま
う
。

『日
本
書
紀
』

□

「天
武
天
皇
」
は

「高
市
皇
子
」
を
信
用
し
て

「悉
く
軍
事
を

授
け
た
ま
う
」
と
あ
る
。
「壬
申
の
乱
」
の
戦

い
を

「高
市
皇

子
」
に
任
せ
て
い
る
。

「高
市
皇
子
」

へ
の
信
頼
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

．例
　
「高
市
皇
子
」
の
年
齢

「壬
申
の
乱
」
の
時
の

「高
市
皇
子
」
の
年
齢
は

「何
歳
」
だ

っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「公
卿
補
任
』
に
高
市
皇
子
の
死
亡
時
の
年
齢
が
あ
る
。

○
持
統
天
皇
御
世
　
治
十
年
　
元
年
丁
亥
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■
太
政
大
臣
　
浄
広

一　
高
市
皇
子

四
年
七
月
五
日
任
太
政
大
臣
。
（年
三
十
七
）。

十
年
七
月
十
三
日
莞
。
（年
四
十
二
。
或
四
十
三
。
在
官
七
年
）

天
武
天
皇
第
三
息
。
母
胸
形
君
徳
善
女
。
尼
子
娘
也
。

『公
卿
補
任
』

「十
年
七
月
十
三
日
莞
」
と
あ
る
。
『日
本
書
紀
』
の

「
（持
統
）

十
年
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
年
齢
は
４２
オ
、
あ
る
い
は
４３

才
で
あ
る
と
い
う
。

『日
本
書
紀
』
は
高
市
皇
子
の
死
去
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

（持
統
）
十
年

（６
９
６
年
）
七
月
、
後
皇
子
尊
、
売
る
。

『日
本
書
紀
』

「後
皇
子
尊
」
は
高
市
皇
子
で
あ
る
。

「高
市
皇
子
」
は

「
６
９
６
年
７
月
」
に

「
４２
オ
、
或
い
は
４３
才
」

で
死
去
し
て
い
る
。
高
市
皇
子
が
生
ま
れ
る
の
は

「
６
９
６
年
１
４２

オ
（４３
オ
）
＋
１
」
＝

「
６
５
５
年

（６
５
４
年
）
」
で
あ
る
。

死
亡
時
の
年
齢
を

「
４２
才
」
と
す
る
と
高
市
皇
子
の
生
涯
は
次
の

よ
う
に
な
る
。

「高
市
皇
子
」
は

「
６
５
５
年
」
に
生
ま
れ
て
い
る
。
「天
武
天
皇

の
父
」
が
宗
像
か
ら
朝
倉

へ
移
る
の
は

「
６
６
１
年
」
で
あ
る
。
高

市
皇
子
は
宗
像
で
生
ま
れ
て
い
る
。

□

「壬
申
の
乱
」
の
時
、
「高
市
皇
子
」
は

「
１８
歳
」
で
あ
る
。

第
６
章
　
「柿
本
人
麻
呂
」
と

「壬
申
の
乱
」

「柿
本
人
麻
呂
」
と

「高
市
天
皇
」
田

０
　
「高
市
天
皇
」
の
挽
歌

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「高
市
天
皇
」
の

「挽
歌
」
を
詠

っ
て
い
る
。

『万
葉
集
』
の

「
１
９
９
番
」
で
あ
る
。

○
高
市
皇
子
尊
の
城
上
の
歿
官
の
時
、
柿
本
朝
臣
人
麿
の
作
る
歌

一
首

○
高
市
皇
子
の
生
涯

■
６
５
５
年
　
生
ま
れ
る

■
６
６
１
年
　
天
武
天
皇
即
位

１
才

７
才

■
６
７
２
年

■
６
８
６
年

■

６

９

４

年

■
６
９
６
年

壬
申
の
乱

天
武
天
皇
崩

藤
原
京
遷
都

高
市
天
皇
崩

42 40 32 18
才 才 オ 才
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（第
１
段
）

か
け
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
き
か
も
　
言
は
ま
く
も
　
あ
や
に
長

（か
し
こ
）
き
　
明
日
香
の
　
真
神
の
原
に
　
ひ
さ
か
た
の

天
つ
御
門

（み
か
ど
）
を
　
か
し
こ
く
も
　
定
め
た
ま
ひ
て

神
さ
ぶ
と
　
磐
隠

（
い
わ
が
く
）
り
ま
す

（第
２
段
）

や
す
み
し
し
　
わ
ご
大
君
の
　
き
こ
じ
め
す
　
背
面
（そ
と
も
）

の
国
の
　
真
木
立
つ
　
不
破
山
越
え
て
　
高
麗
剣
　
和
質

（わ

ざ
み
）
が
原
の
　
行
宮

（か
り
み
や
）
に
　
天
降
り
座

（
い
ま
）

し
て
　
天
の
下
　
治
め
給
ひ
　
食

（お
）
す
国
を
　
定
め
た
ま

ふ
と
　
鶏

（と
り
）
が
鳴
く
　
吾
妻
の
国
の
　
御
軍
士

（み
い

く
さ
）
を
　
召
し
給
ひ
て
　
ち
は
や
ぶ
る
　
人
を
和

（や
は
）

せ
と
　
服
従

（ま
つ
ろ
）
わ
ぬ
　
国
を
治

（お
さ
）
め
と
　
皇

子

（み
こ
）
な
が
ら
　
任

（ま
）
け
給

へ
ば
　
大
御
身

（お
お

み
み
）
に
　
太
刀
取
り
帯

（お
）
ば
し
　
大
御
手
に
　
弓
取
り

持
た
し
　
御
軍
士
を
　
あ
ど
も
ひ
た
ま
ひ
　
斎

（と
と
の
）
ふ

る
　
鼓
の
音
は
　
雷
の
　
撃

（お
と
）
と
聞
く
ま
で
　
吹
き
響

（な
）
せ
る
　
小
角

（く
だ
）
の
音
も
　
敵

（あ
た
）
見
た
る

虎
か
吼

（ほ
）
ゆ
る
と
　
諸
人

（も
ろ
ひ
と
）
の
　
お
び
ゆ
る

ま
で
に
　
捧
げ
た
る
　
幡

（は
た
）
の
靡

（な
び
き
）
は
　
冬

ご
も
り
　
春
さ
り
来
れ
ば
　
野
ご
と
に
　
着

（
つ
）
き
て
あ
る

火
の
　
風
の
共

（む
た
）

靡

（な
び
）
く
が
ご
と
く
　
取
り
持

て
る
　
弓
弼

（ゆ
は
ず
）
の
騒

（さ
わ
き
）

み
雪
降
る
　
冬

の
林
に
　
馬
風

（
つ
む
じ
）
か
も
　
い
巻
き
渡
る
と
　
思
ふ
ま

で
　
聞
き
の
恐

（か
し
こ
）
く
　
引
き
放
つ
　
矢
の
繁

（し
げ
）

け
く
　
大
雪
の
　
乱
れ
て
来
た
れ
　
服
従

（ま
つ
ろ
）
は
ず

立
ち
向
ひ
し
も
　
露
霜
の
　
消

（け
）
な
ば
消
ぬ
べ
く
　
行
く

鳥
の
　
あ
ら
そ
ふ
間

（は
じ
）
に
　
渡
会
の
　
齋

（
い
つ
き
）

の
宮
ゆ
　
神
風
に
　
い
吹
き
惑
は
じ
　
天
雲
を
　
日
の
日
も
見

せ
ず
　
常
聞

（と
こ
や
み
）
に
　
覆
ひ
給
ひ
て
　
定
め
て
し

（第
３
段
）

瑞
穂

（み
ず
ほ
）
の
国
を
　
神
な
が
ら
　
太
敷
き
ま
し
て
　
や

す
み
し
し
　
わ
ご
大
王
の
　
天
の
下
　
申
し
給

へ
ば
　
萬
代

（よ
ろ
づ
よ
）
に
　
然
し
も
あ
ら
む
と
　
木
綿

（ゆ
ふ
）
花
の

栄
え
る
時
に
　
わ
ご
大
王
　
皇
子

（み
こ
）
の
御
門

（み
か
ど
）

を
　
神
宮

（か
み
み
や
）
に
　
装
ひ
ま
つ
り
て
　
使
は
じ
し

御
門
の
人
も
　
自
拷

（し
ろ
た

へ
）
の
　
麻
衣

（あ
さ
ご
ろ
も
）

着

（き
）

埴
安
の
　
御
門
の
原
に
　
茜
さ
す
　
日
の
こ
と
ご

と
　
鹿

（し
し
）
じ
も
の
　
い
葡

（は
）
ひ
伏
し
つ
つ
　
ぬ
ば

た
ま
の
　
夕

（ゆ
う
べ
）
に
な
れ
ば
　
大
殿
を
　
ふ
り
放

（さ
）

け
見
つ
つ
　
鶉

（う
づ
ら
）
な
す
　
い
旬

（は
）
ひ
も
と
は
り

侍

（さ
も
ら
）

へ
ど
　
侍
ひ
得
ね
ば
　
春
鳥
の
　
さ
ま
よ
ひ
ぬ

れ
ば
　
嘆
き
も
　
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
　
憶

（お
も
）
ひ
も
　
い

ま
だ
壺
き
ね
ば
　
言
さ
へ
く
　
百
済
の
原
ゆ
　
神
葬

（は
ぶ
）

り
　
葬
り
い
ま
し
て
　
麻
喪
よ
し
　
城
上

（き
の
へ
）
の
宮
を

常
宮

（と
こ
み
や
）
と
　
高
く
ま
つ
り
て
　
神
な
が
ら
　
鎮

（し

づ
）
ま
り
ま
し
ぬ

（第
４
段
）
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然
れ
ど
も
　
わ
ご
大
王
の
　
萬
代

（よ
ろ
づ
よ
）
と
　
思
ほ
し

め
し
て
　
作
ら
し
し
　
香
具
山
の
宮
　
萬
代

（よ
ろ
づ
よ
）
に

過
ぎ
む
と
思
へ
や
　
天
の
如
ふ
り
放

（さ
）
け
見
つ
つ
　
玉
欅

（た
ま
た
す
き
）

か
け
て
偲
ば
む
　
恐

（か
し
こ
）
か
れ
ど
も

『万
葉
集
』
巷
二

（１
９
９
番
）

（注
）
「
（第

ｎ
段
）
」
は
筆
者
が
挿
入

０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
と

「天
武
天
皇
」

（第
１
段
）
で
は

「
天
武
天
皇
」
を
称
え
て
い
る
。

「
か
け
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
き
か
も
　
言
は
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
（か

し
こ
）
き
」
と
詠

っ
て
い
る
。

岩
波
書
店
の
『万
葉
集
』
の
頭
注
で
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

心
に
か
け
て
思
う
こ
と
も
慎
む
べ
く
、
日
に
言
う
こ
と
も
ま
こ

と
に
恐
れ
多

い
、
‥
…
。
　

（後
略
）

岩
波
書
店

『万
葉
集
』
の
頭
注

「
天
武
天
皇
」
は

「柿
本
人
麻
呂
」
に
と

っ
て
は

「雲
上
人
」
、
あ

る
い
は

「神
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
天
武
天
皇
」
は

「柿
本
人
麻
呂
」
が
生
存
中
に
死
去
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
「神
さ
ぶ
と
　
磐
隠

（
い
わ
が
く
）
り
ま
す
」
と
詠

っ
て

い
る
。

□

「
天
武
天
皇
」
は

「柿
本
人
麻
呂
」
に
と

っ
て
は

「雲
上
人
」
、

あ
る
い
は

「神
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

２
　
「柿
本
人
麻
呂
」
と

「高
市
天
皇
」
囲

０
　
最
長
、
最
高
の
挽
歌

『万
葉
集
」
「
１
９
９
番
」
は

『万
葉
集
』
の
中
で
も

「最
長
」
「最

高
」
の
傑
作
で
あ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「高
市
天
皇
」
が
死
去
し
た
時
、
「最
長
」
で
、

「最
高
」
の
挽
歌
を
作

っ
て
い
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
に
と

っ
て
、
「高
市
天
皇
」
は
最
も

「敬
愛
」
す

る
人
物
で
あ
り
、
ま
た

「最
も
親
し
い
」
仲
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
詠
う
こ
と
が
多
く
て

「最
長
の
挽
歌
」
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
つゝ
。

□

「高
市
天
皇
」
と

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「最
も
親
し
い
仲
」
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

■
そ
し
て

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「高
市
天
皇
」
を
大
変
尊
敬
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
と

「壬
申
の
乱
」

（第
２
段
）
か
ら
は

「高
市
皇
子
」
に
つ
い
て
詠

っ
て
い
る
。

そ
の
最
初
は

「壬
申

の
乱
」
で
あ
る
。
「高
市
皇
子
」
が

「壬
申

の
乱
」
で
如
何
に
活
躍
し
た
か
を
詳
細
に
詠

っ
て
い
る
。

皇
子

（み
こ
）
な
が
ら
　
任

（ま
）
け
給

へ
ば
　
大
御
身

（お

お
み
み
）
に
　
太
刀
取
り
帯

（お
）
ば
し
　
大
御
手
に
　
弓
取

り
持
た
し
　
御
軍
士
を
　
あ
ど
も
ひ
た
ま
ひ
　
斎

（と
と
の
）

ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『万
葉
集
』
「
１
９
９
番
」

こ
れ
は

『日
本
書
紀
』
の
記
述
と
同
じ
で
あ
る
。

（高
市
）
皇
子
、
臀

（ひ
じ
）
を
攘

（は
ら
）
い
案
剣
し
て

（剣
の
つ
か
に
手
を
置
い
て
）
奏
し
て
言
う
、
「近
江
の
群
臣
、

多

い
と
雖
も
、
何
ぞ
敢
え
て
天
皇
の
霊
に
逆
ら
う
や
。
天
皇
独

り
と
雖
も
、
臣
高
市
、
神
祗
の
霊
を
頼
み
て
、
天
皇
の
命
を
請

う
。
諸
将
を
引
率
し
て
征
伐
せ
む
。
豊
距

（ふ
せ
ぐ
）
こ
と
有

ら
む
や
」
と
い
う
。
髪

（こ
こ
）
に
天
皇
、
誉
め
て
、
手
を
携

（と
）
り
て
背
を
撫

（な
）
で
て
曰
く
、
「慎
め
、
怠
る
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
。
因
り
て
鞍
馬
を
賜
い
て
、
悉
く
軍
事
を
授
け

た
ま
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「
１
９
９
番
」
の
描
写
は

「柿
本
人
麻
呂
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ

る
。
他
の
資
料
を
参
考
に
し
て
書
い
た
の
で
は
な
い
。

『日
本
書
紀
』
は

「
７
２
０
年
」
に
成
立
し
た

「日
本
紀
」
を
改

賀
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

『日
本
書
紀
』
に
記
述
さ
れ
て

い
る
内
容
は
す
べ
て

「
７
２
０
年
」
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
「高
市
天
皇
」
が
崩
御
す
る
の
は

「
６
９
６
年
」
で
あ
る
。

「
１
９
９
番
」
の

「挽
歌
」
は
そ
の
直
後
に
作
ら
れ
て
い
る
。

「日
本
紀
』
は
ま
だ
執
筆
中
で
あ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
が
こ
の

「挽
歌
」
を
作
る
と
き
は
参
考
に
す
る

記
録
な
ど
は
な
い
。

「
１
９
９
番
」
の

「壬
申
の
乱
」
の
描
写
は

「柿
本
人
麻
呂
」
が

実
際
に
見
た
情
景
で
あ
る
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「壬
申
の
乱
」
を
体
験
し
て
い
る
。
（佃

説
）

■

「壬
申
の
乱
」
の
時
、
「柿
本
人
麻
呂
」
は

「高
市
皇
子
」

と
共
に
戦

っ
て
い
る
。

■

『日
本
書
紀
』
の
記
述
と

一
致
す
る
の
は
ど
ち
ら
も

「史
実
」

を
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

□

「壬
申
の
乱
」
の
時
、
「柿
本
人
麻
呂
」
は
常
に

「
天
武
天
皇
」

「高
市
皇
子
」
の
傍
に
居
る
。
（佃
説
）

■
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
描
写
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
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第
７
章
　
「柿
本
人
麻
呂
」

「柿
本
人
麻
呂
」
の
年
齢

０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
亡
時
の
年
齢

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
７
０
７
年
」
頃
、
死
去
し
た
と
思
わ
れ
る

（前
述
）
。

こ
の
時
の
年
齢
を

「
５０
歳
」
と
し
て
み
よ
う
。

「
６
７
２
年
」
の

「壬
申
の
乱
」
の
時
は

「
３５
歳
」
に
な
る
。

「高
市
皇
子
」
は

「
１８
歳
」
で
あ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
と

「高
市
皇
子
」
が
親
し
い
仲
で
あ

っ
た
と
す

る
と

「年
齢
」
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

０
　
「壬
申
の
乱
」
の
時
の

「高
市
皇
子
」
と

「柿
本
人
麻
呂
」

「
６
７
２
年
」
の

「壬
申
の
乱
」
の
時
、
「高
市
皇
子
」
は

「
１８
歳
」
、

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
２０
代
後
半
」
で
あ
ろ
う
。

二
人
と
も
若
い
。
そ
の
た
め
気
も
合

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「高
市
皇
子
」
は

「
天
武
王
権
」
の
皇
子
で
あ
る
。
「
１４
年
」
後
の

「
６
８
６
年
」
に
は

「
天
武
天
皇
」
は

「高
市
皇
子
」
に
譲
位
し
て

い
る
。

「
６
８
６
年
」
に

「高
市
皇
子
」
は
即
位
し
て

「
天
皇
」
に
な
る
。

「
３２
歳
」
で
あ
る

（前
述
）。

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「約
１０
歳
」
年
上
で
あ
る
。

「
６
８
６
年
」
の
時
、
「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
４２
歳
」
前
後
で
あ
ろ
う
。
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倒
　
「
柿
本
人
麻
呂
」
の
死
亡
時
の
年
齢

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
７
０
７
年
」
頃
に
死
去
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
６
８
６
年
」
の
時
、
「
４２
歳
」
前
後
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
死
亡

時
の

「
７
０
７
年
」
頃
は

「
６３
歳
」
頃
に
な
る
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
７
０
７
年
」
頃
、
「
６３
歳
」
く
ら
い
で

死
去
し
て
い
る
。
（佃
説
）

2

「柿
本
人
麻
呂
」
の
系
譜

ｍ
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
生
涯

（佃
説
）

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
７
０
７
年
」
頃
、
「
６３
歳
」
で
死
去
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
が
誕
生
す
る
の
は

「
６
４
４
年
」
頃
で
あ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
が
生
ま
れ
る
の
は

「
６
４
４
年
」
頃
で
あ
る
。

「阿
毎
王
権
」
で
は

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
が
最
後
の

「
天

皇
」
で
あ
り
、
「
６
２
７
年
」
に

「阿
毎
王
権
」
は
終
わ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「阿
毎
王
権
」
の

「
天
皇
」
の
子
孫
で
あ
る

か
ら

「
十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
の
子
孫
で
あ
る
。

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
の
在
位
は

「
６
１
１
年
～
６
２
７
年
」

で
あ
る
。
在
位
は

「
１６
年
」
で
あ
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
が
生
ま
れ
る
の
は

「
６
４
４
年
」
頃
で
あ
る
か

ら

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
は

「
６
４
４
年
１
６
２
７
年
＝
１７
年
」

も
さ
ら
に
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
れ
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
「柿
本
人
麻
呂
」
の
父
は

「十
六
世
孫

物
部
耳
連
公
」
の
子
で
あ
ろ
う
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
の
孫
で
あ
る
。

（佃
説
）

■

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
は

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」

の
子
で
あ
る
。

■

「十
五
世
物
部
大
人
連
公
」
は

「押
坂
彦
人
大
兄
」
で
あ
り
、

「多
利
思
比
孤
」
で
あ
る
。
『古
事
記
』
は
二
人
の
名
前
を

重
ね
て

「
天
押
帯
日
子
命
」
と
し
て
い
る
。

■

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「十
五
世
物
部
大
人
連
公

（押
坂
彦
人

大
兄
、
多
利
思
比
孤
）
」
の
曾
孫
で
あ
る
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」

■

「
６
４
４
年
」

■

「
６
７
２
年
」

■

「
６
９
６
年
」

■

「
７
０
７
年
」

の
生
涯

頃
、
誕
生

の

「壬
申
の
乱
」

「高
市
天
皇
」
の
崩
御

「柿
本
人
麻
呂
」
の
死
去

０
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
父

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「阿
毎
王
権
」
の

「天
皇
」
の
子
孫
で
あ
る
。

１
才

２８
オ

５２
才

６３
才
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制
　
「柿
本
人
麻
呂
」
の
官
位

『新
版
世
界
人
名
辞
典
』
（東
京
堂
出
版
）
で
は
、
「柿
本
人
麻
呂
」

は

「
お
そ
ら
く
下
級
官
僚
と
し
て
中
央
に
仕
え
、
時
に
は
国
司
の
任

を
お
び
て
地
方
に
使
し
」
と
記
す
。

し
か
し

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「十
六
世
孫
物
部
耳
連
公
」
（阿
毎

王
権
の
天
皇
）
の
孫
で
あ
る
。
「壬
申
の
乱
」
で
も

「高
市
皇
子
」

と
共
に
戦
い
、
「高
市
天
皇
」
に
な
っ
て
か
ら
も
親
し
い
仲
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に

「高
市
天
皇
」
が
崩
御
し
た
時
、
「最
長
、
最
高
」
の

挽
歌
を
作

っ
て
い
る
。

「柿
本
人
麻
呂
」
は

「
天
武
王
権
」
か
ら
高

い
位
を
与
え
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

『古
今
和
歌
集
』
「仮
名
序
」
に

「お
ほ
き
み
つ
の
く
ら
い
　
か
き

の
も
と
の
人
丸
な
む
、
う
た
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
」
と
あ
る
。
「
お

ほ
き
み
つ
の
く
ら
い
」
は

「正
三
位
」
で
あ
る
。

こ
れ
が

「柿
本
人
麻
呂
」
の
位
で
あ
ろ
う
。

□

「柿
本
人
麻
呂
」
の
位
は

「正
三
位
」
で
あ
る
。

■

「
下
級
官
僚
」
な
ど
で
は
な
い
。

■

「
阿
毎
王
権
」
の
天
皇
の
直
系
で
あ
る
。

■
常
に

「
天
武
天
皇
」
「高
市
皇
子
」
の
傍
に
居
た
。

○
天
智
天
皇
の
娘

「持
統
天
皇
」
は

「
６
９
６
年
」
に
即
位
す
る

と
、
「上
宮
王
権
」
を
再
興
し
て

「
天
智
王
権
」
を
樹
立
す
る
。

■

「
天
武
王
権
」
の

「柿
本
人
麻
呂
」
は
冷
遇
さ
れ
る
。
下
級

官
僚
に
な
る
。

■
「柿
本
人
麻
呂
」
の
系
譜
も
消
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
何
も
残

っ

て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『隋
書
』
「俊
国
伝
」
を
読
み
、
「阿
毎
王
権
」
に
つ
い
て
研
究
し

て
い
た
か
ら

「柿
本
人
麻
呂
」
の
出
自
を
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
６
９
６
年
」
の
持
統
天
皇
の
即
位
に
よ
り
、
「天
武
王
権
」
は
ひ

ど

い
仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
今
回
の
研
究
で
も
明
ら
か
に

な

っ
た
。
「柿
本
人
麻
呂
の
出
自
」
は

「
天
智
王
権
」
に
よ

っ
て
完

全
に
消
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
今
ま
で
誰
も
究
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

○

佃

収

著

早
わ
か
り
　
「
日
本
通
史
」
（概
要
編
）

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（佃
説
）』
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【参
考
文
献
】

○
佃
　
収
　
著

。
古
代
史
の
提
言
①

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（上
）』

（次

の
号
を
収
録
）
３３
号
、

３６
号
、

３９
号
、

４５
号
、

４６
号
、

４７
号
、

４８
号
、

４９
号
、

５５
号
、

５６
号
、

５９
号
、

６０
号
、

６１
号

・
古
代
史
の
提
言
②

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（中
）』

（次

の
号
を
収
録
）
５３
号
、

５４
号
、

６２
号
、

６３
号
、

６４
号
、

６５
号

（２
）
、

６６
号

（２
）

・
古
代
史
の
提
言
③

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（下
）

（次
の
号
を
収
録
）
５０
号
、

５７
号
、

５８
号
、

５９
号
、

６５
号

（１
）
、

６６
号

（１
）
、

６７
号

（２
）
、

６８
号
、

６９
号

（１
）
、

６９
号

（２
）
、

７０
号

（１
）
、

７０
号

（２
）

（注
）
こ
れ
ら
の
著
書
は
、
出
版
者
が
廃
業
し
た
た
め

一
般
の
書
店

で
は
販
売
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
「購
入
方
法
」
等
に
つ
い
て
は
次
の

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
な
お
、
「古
代
史
の
提
言
」
シ
リ
ー
ズ
、
「古
代
史
の
復
元
」
シ

リ
ー
ズ
は

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

○
ホ
ー

ム

ペ
ー
ジ

・
け
∽
‘
Ｆ
Ｃ
一
”
Ｏ
∽
”
【い
嘔
・０
０
【●

○
佃
　
収
　
著

。
古
代
史
の
復
元
①

・
古
代
史
の
復
元
②

・
古
代
史
の
復
元
③

・
古
代
史
の
復
元
④

・
古
代
史
の
復
元
⑤

・
古
代
史
の
復
元
⑥

・
古
代
史
の
復
元
⑦

・
古
代
史
の
復
元
③

『倭
人
の
ル
ー
ツ
と
渤
海
沿
岸
』

『伊
都
国
と
渡
来
邪
馬
萱
国
』

『神
武

・
崇
神
と
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
』

『四
世
紀
の
北
部
九
州
と
近
畿
』

『倭
の
五
王
と
磐
井
の
乱
』

『物
部
氏
と
蘇
我
氏
と
上
宮
王
家
』

『天
智
王
権
と
天
武
王
権
』

『天
武
天
皇
と
大
寺
の
移
築
』
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